
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は

利
用
者
負
担
割
合
が
２
割
に
変
更

　

こ
れ
ま
で
の
介
護
保
険
利
用
者
負
担
は

所
得
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
に
サ
ー
ビ
ス
費

の
１
割
で
し
た
が
、
65
歳
以
上
の
方
の
う

ち
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
、
２
割

負
担
に
な
り
ま
す
。（
左
表
参
照
）

　

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

被
保
険
者
に
は
、
各
自
の
負
担
割
合
（
1

割
ま
た
は
2
割
）
を
記
載
し
た
「
介
護
保

険
負
担
割
合
証
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
に
、
介
護
保

険
被
保
険
者
証
と
併
せ
て
サ
ー
ビ
ス
提
供

事
業
所
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

月
々
負
担
の
上
限
で
あ
る

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
基
準
変
更

　

現
役
並
み
所
得
者
（
市
民
税
課
税
所
得

１
４
５
万
円
以
上
の
65
歳
以
上
の
方
）
が

い
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、
同
じ
月
の
利
用

者
負
担
が
上
限
を
超
え
た
と
き
に
支
給
さ

れ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
上
限
額
が

次
の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

変
更
前
…
…
月
額
３
万
７
２
０
０
円

　

変
更
後
…
…
月
額
４
万
４
４
０
０
円

施
設
利
用
時
の
食
費
・
部
屋
代
の

負
担
軽
減
の
基
準
変
更

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
を
利
用
す
る
際
、
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
に
は
、
食
費
・
部
屋
代
の
負
担
軽

減
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
制
度
改
正
に

よ
っ
て
次
の
要
件
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

追
加
さ
れ
た
負
担
軽
減
の
要
件

○
同
世
帯
・
同
世
帯
で
な
い
に
か
か
わ
ら

ず
、
配
偶
者
が
市
民
税
課
税
の
場
合
は

負
担
軽
減
の
対
象
外
と
す
る
。

○
預
貯
金
な
ど
の
金
額
が
次
の
基
準
額
を

超
え
る
場
合
に
は
、
負
担
軽
減
の
対
象

外
と
す
る
。

　

配
偶
者
が
い
る
方
…
合
計
２
千
万
円

　

配
偶
者
が
い
な
い
方
…
…
１
千
万
円

負
担
軽
減
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

７
月
31
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
申
請
書

を
担
当
課
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
に
は
通
帳
等
の
写
し
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
ご
利
用
の
介
護
保
険
施
設
や

担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

対
象
の
施
設
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
含
む
）

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保

健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
小
規

模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

介
護
保
険
制
度
改
正
の
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
１
階

　

高
齢
介
護
課　

介
護
認
定
給
付
係

　

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
２
３

○
東
予
総
合
支
所

　

市
民
福
祉
課　

福
祉
係

　

℡
０
８
９
８

－

６
４

－

２
７
０
０

○
丹
原
総
合
支
所

　

市
民
福
祉
課　

市
民
福
祉
係

　

℡
０
８
９
８

－

６
８

－

７
３
０
０

○
小
松
総
合
支
所

　

市
民
福
祉
課　

市
民
福
祉
係

　

℡
０
８
９
８

－

７
２

－

２
１
１
１

　

２
年
後
の
「
え
ひ
め
国
体
・
え
ひ
め
大

会
」
の
成
功
に
向
け
て
、
５
月
25
日
に
総

合
体
育
館
で
「
西
条
市
実
行
委
員
会
」
の

第
３
回
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

総
会
に
は
約
１
０
０
人
が
出
席
し
、
総

務
・
企
画
専
門
委
員
会
に
委
託
し
た
決
定

事
項
等
の
報
告
の
ほ
か
、
今
年
度
の
事
業

計
画
・
予
算
等
の
各
案
が
審
議
さ
れ
、
い

ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
実
行
委
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
共

感
と
協
力
を
得
な
が
ら
総
力
を
結
集
し
、

万
全
の
体
制
で
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
や
取
り

組
み
を
行
い
、
当
市
の
魅
力
が
あ
ふ
れ
る

大
会
を
め
ざ
し
ま
す
。
大
会
の
参
加
者
に

「
来
て
良
か
っ
た
」「
ま
た
来
た
い
」
と

思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
積
極
的
な
活
動
へ
の
参
加
・
応
援
で

「
え
ひ
め
国
体
・
え
ひ
め
大
会
」
を
盛
り

上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

市
庁
舎
新
館　

国
体
推
進
課

　
　
　

℡
０
８
９
７

－

５
２

－

１
６
6
０

4広報さいじょう　2015　 ７月号

▼平成27年８月１日から適用される利用者負担割合

市 民 税 が

本人に課税

されている

場合

市民税が本人に課税されていない場合

本人の合計所得金額が160万円未満の場合

下記以外の場合 ２割負担

１割負担

１割負担

１割負担

本人の合計

所得金額が

160万円以上

同一世帯の65歳以上の方の

「年金収入」と「その他の合計

所得金額」の合計が次の場合

○単　　身：280万円未満

○２人以上：合計346万円未満

愛
顔
つ
な
ぐ
え
ひ
め
国
体
・
え
ひ
め
大
会

え

が
お

市
実
行
委

第
３
回
総
会


